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（ * 印 欄 記 入 不 要）. 

*会社番号 *受付番号      － *認定番号* 

*類型番号 *入金日        年  月  日 *到着日             年  月  日 

 

「機器・設備評価 EAE マーク」認定・使用申込書 

一般社団法人 電磁環境・電磁波防護製品評価協会 御中 

「機器・設備評価 EAE マーク」認定・使用申込にあたり、本申込書の 1「関係法規等の順守」、2「重

要事項」、3「ＥＡＥマークロゴの表示方法」を承知し、ＥＡＥマーク事業実施要領の規定に基づき、以

下のとおり申込みます。 

 

■企業情報 

提  出  日 20  年   月   日 

申 込 者 

 ﾌﾘｶﾞﾅ   

 事業者名    

 ﾌﾘｶﾞﾅ   

 事業代表者名                         

所在地：〒  － 

代表連絡先 TEL：    －   －     / FAX：   －   －     

企業ホームページ  

 

担 当 者 

 
（本申込施設および後記の

申込内容に関する今後の

お問合せ先および連絡窓

口となる方です） 

 

右記の者を「機器･設備担当

者」として、指名登録しま

す。 

部署                 役職名  

 ﾌﾘｶﾞﾅ   

 担当者名 

連絡先：〒  － 

TEL：   －   －    (内線     ) / FAX：   －   －  

E-mail:   

ﾌﾘｶﾞﾅ   

事業者名   

使用料 

支払担当者 
（上記担当者と異なる場合

のみ記入ください） 

 

連絡先：〒   －    

部署          役職       TEL    －      －     (内線．     ) 

氏名 

E-mail: 

 

 

 

社印 

代表 

者印 



＜様式 2-1803＞ 

 

 

■機器･設備の詳細 

1．業態等 

(※は、できる限り 

ご記入下さい。) 

資 本 金：            円 

 
業   種： 

従業員数：       人   （20  年  月現在） 

 

 

総売上高：          円 

 （20  年  月決算）＜ＥＡＥマーク機器･設備以外も含む＞ 

国内支店(営業)数： 

 

海外事業所数：(工場・研究所等) ※ 

 

2．機器･設備ブラン

ド名（登録する機器･設

備名を正確に記入下さ

い） 

        

 

 英文   

3．型式・品番等 

 

前記２（機器･設備ブランド名）の機器･設備において、型式・品番等を設定管理している場合は、

ＥＡＥマーク認定の範囲を明確にするため、認定時に登録を希望する全型式・品番を以下に記入

（多数ある場合は別紙に記入)して下さい。  

 

 英文 

4．申込機器･設備

の認定番号 

申込機器･設備が既にＥＡＥマーク認定を受けている場合のみ、その認定番号を記入して下さい（旧バージョン

からの取り直しなど）。   【認定番号：             】 

5．販売（出荷）

価格と出荷数

量 

 販売（出荷）価格           円／      (単位) 

複数ある場合は、機器･設備の最多販売価格（未発売の場合は予定価格）を記入して

下さい。 

直近  年  月～  年  月の出荷数量       /    (単位)  

直近 1 年間の実績を記入して下さい。なお、実績が 1 年に満たない場合はその期間

の実績とし、未発売の場合は、期間を記入せず発売予定日から向こう 1 年間の出荷予

定数量（計画値）を記入して下さい。 

6．発 売 年 月      年   月 （□発売 / □予定） 

7．申込機器･設備

の最終製造工

場および所在

地 

(複数ある場合には 

製造会社名 

工場名   

〒  － 

所在地    

ＴＥＬ    －    － 
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別紙に記入して下さい) 申込者との関係  該当箇所に■を入れて下さい。 

□自社工場  □製造委託工場  

□その他 (                             ) 

8．申込機器･設備の説明   機能および用途などを具体的に記入して下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

9．関係する法令や規格がある場合は、その名称・番号等を以下に記入して下さい。 

認定の要件として、申込機器･設備の品質および安全性は、関連する法規、基準、規格などに合致していることが必要です。 

（電気用品安全法 適合性検査 、 他ＥＭＣ試験実施状況、取得済み認証規格、ＩＣＥ61000 など） 

 

 

 

 

■手続き 

1．添付書類、証明書   本申込書とともに、添付したものに■を入れて下さい。 

□ 付属証明書          □ 付属証明書に記載された証明書・試験結果など 

 □ ＥＡＥマーク表示予定設計図    

機器･設備の外観を示すカラー写真などを型式・品番ごとに提出して下さい。カタログ等の添付でも結

構です。＊認定審査に際し、必要に応じて機器･設備現品や追加資料の提出を求めることがあります。 
（提出された現品または写真等は審査結果等に係らず原則、返却できませんので予めご了承下さい） 

2．「機器・設備認定審査料」の支払いについて  該当箇所に■を入れて下さい。 

□ 振込済 ※振込済の場合は、振込依頼書（写し）等をご提出下さい。 

 □ 未振込（  月  日振込予定） ※お振り込みが確認できるまで、審査は保留扱いとなります。 

3．申込者における他の機器･設備でのＥＡＥマーク取得の有無について  該当箇所に■を入れて下さい。 

□ あり （現在、既に他の機器･設備でＥＡＥマーク認定を取得している場合に該当します） 

□ なし→「ＥＡＥマーク機器･設備売上高報告書または施設入場者数・利用者数報告書」を本申込書

に添付して下さい。 
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■ＥＡＥマーク機器･設備の広報・告知について 

1.消費者等からのＥＡＥマーク機器･設備とその購入方法などに関する問い合わせ 

ＥＡＥマーク使用基本契約締結後（２機器･設備目以降は認定通知後）に、ＥＡＥマークホームページ

上で機器･設備情報の一部として公開（更新）します。 

なお、申込会社名、認定番号、機器･設備ブランド名、型式・品番等、および認定要件に関する事項等

については、本登録用紙への記入有無に関わらず、（公開開始日があるものはそれ以降に）公開します

(□をチェックの上、機器･設備担当者とは別に窓口等を設定する場合は、下記の二重枠内に必要事項を

記入して下さい)。 

 □ 機器･設備担当者連絡先(本申込書 1 頁目に記載)と同じです。（個人名は公開しません） 

□ 上記とは別に下記を設定します。（例：お客様相談室など） 

 

会社名  

部署名  

所在地 
〒   － 

 

TEL  FAX    -    - 

以下の項目をご記載いただきますとＥＡＥマークのホームページで公開します。 

URL  

代表 E-mail  

機器･設備情報 
(200 字以内で機器･設

備の紹介を記入して下

さい) 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開開始日 

（任意） 

 ２０  年  月  日  

特に希望する場合のみ記入して下さい。通常は認定後に速やかに公開（更新）します。 

  

※ 機器･設備情報の字数を越えて記入された場合には、ＥＡＥマーク事務局が 200

字以内に修正することがあります。 

掲載内容は登録後に修正することができます（記入用紙はホームページからダウ

ンロード可能です）。 

 
■機器･設備画像の掲載について 

認定取得後には、機器･設備情報に機器･設備画像を掲載することができます。

認定後に以下の要件に従って、ファイルを作成いただき、以下のアドレスにご

送付下さい。 

・ 画像ファイルの送付先： 

・ 画像のファイル形式：JPEG 

・ 画像サイズ：縦:300px × 横：350px 

・ ファイル名：認定番号でつけて下さい。 

(例 認定番号 201101-00001 の場合 → 201101-00001.jpg 
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■重要事項・法令について 

1．「法規等の順守」について 

認定の要件として、申込者（事業代表者）およびその申込機器･設備の製造事業者（申込者が申込機器･設備の製造事業者
でない場合）は、関係する電磁波に関する法規、条例、公害防止協定等（以下、「関係法規等」という）を順守しているこ
とが必要です。 

なお、ＥＡＥマーク事務局は、本認定審査に際し、必要に応じて本社・工場などの現地確認（立ち入り調査）を行う場合
があります。 
○ 認定後（機器･設備認定有効期間中）に関係法規等に違反した場合、申込者およびその申込機器･設備の製造事業者

は、ＥＡＥマーク事務局に対し、その違反内容等を当該事実の判明した日から 1 週間以内に書面により報告する義
務を負います。ＥＡＥマーク事務局は、当該違反内容等を確認した後、認定を直ちに停止します。その後、適正な
改善と再発防止策の実施状況、ならびにＥＡＥマーク事務局による現地監査等の確認結果などを総合的に判断し、
再発のおそれがないとＥＡＥ事務局判断した場合には、認定を再開することがあります。 

○ ただし、相当期間内に違反の状況が改善されない場合、あるいは違反が繰り返された場合など、再発のおそれがあ
ると認められるときは、ＥＡＥマーク使用基本契約に基づき、認定を取り消し、使用契約を解除することがありま
す。 

○ また、過去に関係法規等の重大な違反、またはＥＡＥマーク認定要件への違反があった申込者において、再発防止
のための是正措置等が不十分であると認められる場合には、「ＥＡＥマーク事業実施要領」で関係法規上問題があ
ると判断した場合」に該当し、認定されないことがあります。 

○  

2．2．ＥＡＥマーク機器･設備の認定・使用申込に関する「重要事項」について 

１．「機器・設備評価ＥＡＥマーク」認定・使用申込に関し、本申込書および添付書類（付属証明書と付随する自社が発行
する証明書・試験結果等）の記載内容に間違いがないことを誓約し、申込者（事業代表者）が全責任を負うこととしま
す。また、第三者発行の証明書・試験結果等は、第三者が記載し発行したものに相違ないことを誓約するものとします。
なお、万一、本申込書および添付書類（第三者発行の証明書等を含む）の記載事項等について疑義が生じた場合には、
ＥＡＥマーク事務局に対し、申込者および関係者に対する必要な調査（現地確認を含む）に協力するとともに、資料提
供などを含め十分な説明を行うものとします。 

 
２．ＥＡＥマークの認定・使用申込に関し、ＥＡＥマーク事業実施要領規定にもとづくほか、以下のことを承知するものと

します。 
(1)ＥＡＥマーク使用基本契約締結後において、本申込書類（証明書などの必要書類を含む）などに虚偽の記載があるこ

とが判明したときは、認定が取り消される場合があります。 
(2ＥＡＥマーク機器･設備について、新たな型式（品番）等を追加する場合、または製造方法、製造工程、製造場所や使

用する原材料など、認定時の証明内容に変更が生じる場合には、速やかにＥＡＥマーク事務局宛てに追加または変更
等の手続きを行い、事前に承認を得る必要があります。 

(3)ＥＡＥマーク事務局は事業の適正な実施をはかるため、ＥＡＥマークの使用・製造販売（出荷額）の状況等について
報告、説明を求め、必要に応じて製造工場や関連する製造・販売委託会社等への現地監査（立ち入り調査）およびサ
ンプル検査、ならびに市場での任意抽出による機器･設備テスト等を行うことがあります。 

なお、ＥＡＥマークの不適正使用や無断使用に該当しますと、認定の取り消し、精算金の徴収、企業名等の公表、およ
び刑事告発を含む法的措置などの対象となる場合があります。 

 
３．ＥＡＥマーク事務局は、認定審査に際し、必要に応じて機器･設備現品や追加資料の提出、または第三者機関による試

験、および基準適合に関する調査（現地確認を含む）などの協力を求めることがあります。本認定審査に係る機器･設備
現品や追加資料の提出、および第三者機関による試験に要する費用は別途申込者の負担となります。 
○ 本認定審査に係る申込書類や機器･設備現品などの提出資料は、審査結果等に係らず、原則として返却できません。

事前に写しなど手元に控えを保管するようにして下さい。 

○ 本認定審査に係る申込書類などに不備がある場合、当該不備書類が完備するまで審査は留保します。ただし、書類

不備のまま正当な理由なく申込日より 6 ヶ月以上が経過しますと、本申込は取り消し扱いとなります。 

○ ＥＡＥマーク事務局は、提出された本認定審査に係る申込書類および審査の過程で知り得た情報などに関し、守秘

義務を負います。 

当該情報は、ＥＡＥマーク認定審査の目的以外には使用せず、他に開示・漏洩することはありません。ただし、ＥＡ
Ｅマーク事業の普及・啓発のため、ＥＡＥマーク機器･設備に関する機器･設備ブランド名、型式・品番、ＥＡＥマーク
認定番号、使用契約者（事業者）名、認定要件に関する事項（認定情報に係る固有の証明値を含み、機密情報を含まな
い）および国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の定める判断基準への適合に関する情報、「消費者等か
らのＥＡＥマーク機器･設備とその購入方法などに関する問い合わせ先」および本申込書に付随する「ＥＡＥマーク機
器･設備情報登録用紙」にもとづく情報は、ＥＡＥマーク使用基本契約締結後（2 機器･設備目以降は認定通知後）に当
協会ＥＡＥマークホームページで公開します。 

 

3．「ＥＡＥマークロゴの表示方法」について 

ＥＡＥマークロゴの表示方法は、「ＥＡＥマーク使用の手引」に従うものとします。 
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機器・設備評価ＥＡＥマーク：認定審査料支払い 

 

銀 行 の 振 込 依 頼 書（写し）等 を 貼 付 

 

※ 振込依頼書の写しを貼付して下さい。 

※ 電子決済などの場合は、貴社の経理担当者等の証明などを貼付して下さい。 

※ 複数の申込の場合には、一括振込みで構いません。 

振込み分に対応する申込の機器･設備ブランド名、機器･設備類型番号を以下の表に記載下さい。 

 

 

振込先 

 口座名義    一般社団法人 電磁環境・電磁波防護製品評価協会 

 銀行名     りそな銀行 深井支店（238） 

 普通預金口座  No. 0292884 

  振込金額    認定・使用申込書 1 通あたり、32,400 円（会員）21,600 円 

認定・使用審査料  30,000 円、消費税 2,400 円 

（会員）認定・使用審査料  20,000 円、消費税 1,600 円 

  振込人名義   申込者（事業者）名義でお振り込み下さい。) 

 ＊振込手数料は申込者のご負担となります。  

 

 

～申込振込一覧表（複数申込の一括振込みの場合）～ 

申込書の

提出 No 
機器･設備ブランド名 

受付番号＊ 

（記入不要） 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

「ＥＡＥマーク」認定・使用審査料（上記の申込分）として、以下の金額を振り込みます。 

 

申込書数【  通】 ×     円（消費税     円）＝計【        円】 
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「ＥＡＥマーク表示見本」提出用の画像 

 

申込時には、「ＥＡＥマークの表示設計見本」（原稿可）の提出が必要となります。 

マークの表示方法および記載事項は、「ＥＡＥマーク使用の手引」に定めていますので、事前にご確認下さ

い。 

 

以下の【サンプル画像】は、表示設計見本の提出用としてお使い下さい。 

実際の機器･設備等にEAE マークを使用・表示する際のEAE マーク画像データ（清刷り）は、認定取

得後にＰＤＦ形式で EAE マーク事務局のホームページからダウンロードいただくことが可能となりま

す。 

 

 

 

＜参考＞ 【実際の表示例】     表示例（一例）         

    

                     

◆認定情報 

①「ＥＡＥマーク」の文言、または「ＥＡＥマーク使用の手引」に定めるＥＡＥマーク機器･設備である

ことの呼称。 

②ＥＡＥマーク認定番号または使用契約者名の表示(両方を表示することも可) 

 

＊ 表示する場合には、消費者が「認定情報」を参照できるよう使用契約者のウェブサイトにエコマーク

機器･設備に関する情報ページを設けて下さい（そのウェブサイトにおける表示予定見本（原稿可、

認定情報①、②）の提出が必要となります。）。 

ＥＡＥマーク機器･設備   ・・・① 
認定番号（または○○株式会社） ・・・② 電磁波調査

 


